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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】除去可能な保護膜を利用する画像センサパッケージの構造体の提供。
【解決手段】該構造体には、ダイ受容穴及び相互接続用貫通孔を有する、基板を備える。
端子パッドを、相互接続用貫通孔の下に形成し、金属パッドを基板の上面に形成する。ダ
イを、接着材料によってダイ受容穴内に配置する。ボンディングパッドを、ダイの上縁部
に形成する。ボンディングワイヤを、金属パッドとボンディングパッドに結合する。保護
層を、マイクロレンズをパーティクル汚染から保護するために、マイクロレンズ領域に形
成する。除去可能な保護膜を、保護層を覆い形成して、パッケージ及び組立工程中にマイ
クロレンズを水、油、埃又は一時的な衝撃から保護する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像センサパッケージの構造体であって、該構造体には：
上面にマイクロレンズ領域を有するダイ；
該マイクロレンズ領域上に形成した保護層；及び
前記保護層上に形成して、パッケージ及び組立工程中に、該マイクロレンズを、水、油、
埃、及び一時的な衝撃から保護する除去可能な保護膜であって、前記除去可能な保護膜を
、レンズ付レンズホルダを画像センサの上に実装する前に除去する、該除去可能な保護膜
、
を備えること、を特徴とする構造体。
【請求項２】
前記保護層の材料には、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３又はフッ素重合体を含み；前記保護層には
、撥水及び撥油特性を有し；前記除去可能な保護膜の材料には、感光性材料を含み；前記
除去可能な保護膜の厚さを、マイクロレンズ高さより高くすること、を特徴とする請求項
１に記載の構造体。
【請求項３】
画像センサパッケージを組み立てる方法であって、該方法には：
撥水性及び撥油性を有する保護層を、マイクロレンズ付ダイ（シリコンウエハ）上に被覆
すること；
除去可能な保護膜を前記保護層上に被覆すること；及び
前記ダイ（シリコンウエハ）の非マイクロレンズ領域を開設すること、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項４】
前記画像センサ装置を、プリント基板（ＰＣＢ）上に、ダイ・アタッチ工程によって実装
すること；
接続ワイヤを形成して、前記ダイのＩ／Ｏパッドと前記基板の第１パッドとを結合させる
こと；
前記除去可能な保護膜を、マイクロレンズ領域から剥離除去すること；及び
レンズ付レンズホルダを前記センサ装置に実装して、モジュールを形成すること、
を備えること、を特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
画像センサ装置の構造体であって、該構造体には：
上面にマイクロレンズ領域を有するダイ；及び
前記マイクロレンズ領域に形成して、パッケージ及び組立工程中に、該マイクロレンズを
、水、油、埃、及び一時的な衝撃から保護する除去可能な保護膜であって、前記除去可能
な保護膜を、レンズ付レンズホルダを画像センサの上に実装する前に除去する、該除去可
能な保護膜、
を備えること、を特徴とする構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、画像センサパッケージの構造体に関し、より詳しくは、除去可能な保護フィル
ムを利用する画像センサの構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
半導体装置の分野では、絶え間なく装置密度が高くなり、装置寸法が小さくなっている。
こうした高密度の装置ではパッケージ又は相互接続技術に対する要求も、上記の状況に合
うよう厳しくなっている。従来、フリップチップアタッチ法では、多数の半田バンプが、
ダイ表面に形成される。半田バンプの形成は、所望するパターンの半田バンプを作製する
半田マスクを介して、半田複合材料を用いて行われる可能性がある。チップパッケージの
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機能としては、配電、信号分配、放熱、保護や支持等が挙げられる。半導体が複雑になる
につれ、従来のパッケージ技術、例えばリードフレームパッケージ、フレックスパッケー
ジ、リジットパッケージ技術では、チップ上に高密度素子を有する小型チップを作製する
という要求には応えられない。
【０００３】
相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）装置は、デジタルカメラ等の電子装置用途での需要
が増大している。従来、こうしたセンサは、基板に実装され、ハウジング組立体内に密封
されて、パッケージ化され使用されてきた。ハウジング組立体には透明な蓋が組込まれて
おり、光又は他の形態の放射線を、センサで受光可能にしている。この蓋は、光学特性を
提供するために、平坦な窓又はレンズのような形状をしている可能性がある。従来の構造
体を用いるため、こうしたパッケージ技術は費用がかかり、製造が困難かも知れない。モ
トローラ社（シャインバーグ、イリノイ州）に付与された米国特許第６，８０９，００８
号では、ＣＭＯＳ撮像アプリケーションでの使用に適する集積感光素子を提供する例示的
システム及び方法について開示している。
【０００４】
更に、従来のパッケージ技術ではウエハのダイスを夫々のダイに分割し、その後ダイを夫
々パッケージする必要があるため、これらの技術は、製造工程に時間を要する。チップパ
ッケージ技術は、集積回路の進歩に大いに影響を受けるので、その結果、電子機器のサイ
ズに対する要求が厳しくなるにつれ、パッケージ技術についても同様に要求が厳しくなる
。上記理由のために、パッケージ技術のトレンドは、今日、ボールグリッドアレイ（ＢＧ
Ａ）、フリップチップ（ＦＣ-ＢＧＡ）、チップスケールパッケージ（ＣＳＰ）、ウエハ
レベルパッケージ（ＷＬＰ）に向かっている。“ウエハレベルパッケージ”は、全パッケ
ージ工程及びウエハ上の全相互接続工程だけでなく他の処理ステップも、チップ（ダイ）
にシンギュレーション（ダイシング）する前に実施すること、を意味するものと理解され
る。通常、全組立工程又はパッケージ工程完了後に、個々の半導体パッケージを、複数の
半導体ダイを有するウエハから分離する。ウエハレベルパッケージは、極めて小型である
と共に、極めて良好な電気特性を有する。
【０００５】
ＷＬＰ技術は、先進のパッケージ技術であり、該技術によってダイを製造し、ウエハの状
態でテストし、その後、ダイシングによってシンギュレーションして、表面実装ラインで
組付ける。ウエハレベルパッケージ技術では、１対象物として完全なウエハを利用し、単
一のチップ又はダイを利用しないため、従って、スクライブ工程を行う前に、パッケージ
及びテストを完了しておく；更に、ＷＬＰは先進技術であるため、ワイヤボンディング、
ダイ実装及びアンダーフィル工程を省略できる。ＷＬＰ技術を利用することで、コスト及
び製造時間を軽減でき、その結果得られたＷＬＰ構造体はダイと同等となり；従って、同
技術は、電子装置の小型化の要求に応えることができる。
【０００６】
ＷＬＰ技術の長所について上記言及したが、ＷＬＰ技術の採用に影響する問題がまだ存在
する。例えば、ＷＬＰ技術を利用すると、ＩＣと相互接続する基板との間の熱膨張率（Ｃ
ＴＥ）不適合を軽減できるが、装置サイズが小型化するにつれ、ＷＬＰ構造体の材料間の
ＣＴＥの違いが、構造体が機械的に不安定になる別の重大な要因となる。更に、このウエ
ハレベル・チップ-スケールパッケージでは、半導体ダイ上に形成した複数のボンドパッ
ドは、再配線層（ＲＤＬ）が関与する従来の再配線工程によって、複数の金属パッドにエ
リアアレイ形式で再配線される。半田ボールが直接金属パッド上に溶融され、該パッドは
エリアアレイ形式で、再配線工程によって形成される。典型的には、全ての積層した再配
線層は、ダイ上のビルドアップ層上に形成される。従って、パッケージの厚さが、増大す
る。これは、チップサイズを減少させるという要求と矛盾するかも知れない。
【０００７】
　画像センサ装置を、チップオンボード（ＣＯＢ）を用いて、又はリードレスキャリアキ
ャビティ（ＬＣＣ）を用いて、ワイヤボンディング構造でパッケージする従来の方法では
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、工程中の歩留まりが問題となるが、これは、工程後に除去できないマイクロレンズ領域
のパーティクル汚染が原因であった。
【０００８】
従って、本発明により、上記問題に対する解決方法を提供して、マイクロレンズ領域をパ
ーティクル汚染から保護し、全工程に亘りダイパッケージの厚さを減少させる。
【発明の開示】
【０００９】
本発明によれば、画像センサパッケージ構造体を提供し、該パッケージには基板を備え、
該基板には、その内に形成するダイ受容穴、及び該基板を貫通して形成する相互接続用貫
通孔を有する。端子パッドを該基板に形成し、相互接続用貫通孔及び第１パッドを、基板
上面に形成する。マイクロレンズ領域を有するダイを、ダイ受容穴内に、接着材料で配設
する。第２パッド（Ｉ／Ｏパッド）を、ダイの上縁部に形成する。ダイ上に形成する接続
用構造体、及び電気的連絡用基板を、第１パッド及び第２パッドに結合する。保護層をマ
イクロレンズ領域に形成して、マイクロレンズをパーティクル汚染から保護する。除去可
能な保護膜を保護層上に形成して、マイクロレンズを水、油、埃及び一時的な衝撃から保
護する。除去可能な保護膜を、画像センサパッケージ形成後で、レンズホルダをマイクロ
レンズ領域の上に実装して、画像センサモジュールを形成する前に、除去可能とする。
【００１０】
本発明の別の態様によれば、画像センサパッケージを組立てる方法を提供するが、該方法
には、撥水性及び撥油性を有する保護層を、マイクロレンズを有するシリコン基板上に被
覆すること；保護層上に除去可能な保護膜を被覆すること；基板の非マイクロレンズ領域
を開設すること；画像センサパッケージを、プリント基板（ＰＣＢ）上に表面実装技術（
ＳＭＴ）工程によって実装すること；及び、除去可能な保護膜をマイクロレンズ領域から
剥離除去すること、を備える。基板の非マイクロレンズ領域を開設するステップには、非
マイクロレンズ領域を開設するための、露光及び現像工程を備える。更に、この方法には
、最上層の保護層を被覆する前に、再配線ライン（ＲＤＬ）又はワイヤボンディングを形
成すること、及びレンズホルダをＣＭＯＳ画像センサ（ＣＩＳ）パッケージ領域に実装し
て、モジュールを形成すること、を備える。
【００１１】
本発明の１効果としては、除去可能な保護膜を、ウエハ製造後及び／又は撥水性及び撥油
性を有する保護層を被覆した後に、マイクロレンズ上に被覆する点である。
【００１２】
本発明の別の効果としては、該除去可能な保護膜を、パッケージ及び組立工程中にマイク
ロレンズ領域上に、一時的に積層できる点である。
【００１３】
本発明のなお更なる効果としては、該除去可能な保護膜により、パッケージ及び組立工程
中にマイクロレンズ領域上の如何なるパーティクル汚染も防止できる点である。
【００１４】
本発明の別の効果としては、該除去可能な保護膜を、パッケージ及び組立工程が完了した
後で、レンズホルダをダイパッケージに搭載する前に、マイクロレンズ領域から剥離除去
可能な点である。
【００１５】
本発明のなお更なる効果としては、該除去可能な保護膜により、工程を一層容易にし、歩
留まりを最高にする点である。
【００１６】
本発明のなお更なる効果としては、該除去可能な保護膜を利用することによって、洗浄工
程を必要としない点である。
【００１７】
本発明の別の効果としては、該除去可能な保護膜を、多種のパッケージ及び組立工程、例
えばＣＯＢ、ＬＣＣ、ＣＳＰ、ＦＯ-ＷＬＰ、他等に広く適用可能な点である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
こうした効果及び他の効果については、添付図及び付記するクレームと共に、好適な実施
例に関する以下の記述から明白になるであろう。
【００１９】
次に、本発明について、本発明の好適な実施例及び添付した図面を用いて、より詳細に記
述する。しかしながら、当然、本発明の好適な実施例は、説明のみを目的としており、本
発明の特許請求の範囲を限定することを目的として記述するものではない。本明細書で述
べる好適な実施例以外にも、本発明は明確に記述するもの以外の広範囲に亘る他の実施例
でも実施可能であり、本発明の範囲は、付記する特許請求の範囲で特定する以外は、明示
的に限定されるものではない。
【００２０】
本発明では、除去可能な保護フィルムを利用した画像センサパッケージの構造体について
開示する。図１では、本発明の１実施例による画像センサのシリコンウエハパッケージの
横断面図を説明している。図１で示すように、シリコンウエハパッケージの構造体には、
基板内に形成してダイ３を受容するダイ受容穴２を有する基板１を含む。ダイ受容穴２の
幅寸法（サイズ）を、ダイ３の幅（サイズ）より各辺約１００μｍ長くすることができる
。ダイ３と穴２の側壁及び底壁との間の空隙を、接着材料７で充填して、ダイ３を固定し
て、ダイ３の裏側を保護する。接着材料７には、弾性材料、感光性材料、化合物、エポキ
シ樹脂又はシリコーンゴムを含んでもよい。ボンディングパッド４（Ｉ／Ｏパッド）を、
ダイ３の上側縁部付近に形成する。金属パッド５を、基板１の上面に形成する一方で、端
子パッド６を基板１の下面に形成する。ボンディングパッド４、金属パッド５及び端子パ
ッド６を、全て導電性とする。基板１内側にある複数の相互接続用貫通孔８は、基板１の
上面から基板１の下面まで貫通しており、金属等の導電材料で充填して、電気的連絡を行
う。金属パッド５及び端子パッド６の両方を、該導電材料で相互接続用貫通孔８に接続す
る。ボンディングワイヤ９を、金属パッド５とボンディングパッド４との間に接続し、そ
の結果、ボンディングパッド４を介してダイ３との電気的な接続を保ち、それにより金属
パッド５を介した端子パッド６との相互接続用コンタクトを形成する。
【００２１】
更にまた、図１で例示したように、バリア層１０を基板１の側壁に形成して、接着材料７
とより良好に接着させてもよい。一実施例では、バリア層１０を金属めっき法を使用した
金属層としてもよい。ボンディングパッド４を、金属めっき法でダイ３上に形成する。保
護層１１を、ダイ３上に配置するマイクロレンズ１２を覆い形成する。保護層１１は撥水
性及び撥油性を備えて、マイクロレンズ１２をパーティクル汚染から保護し、好適には保
護層１１の厚さを０．１～０．３μｍとし、反射率を１（空気反射率）付近とする。この
工程を、スピンオングラス（ＳＯＧ）技術によって実施し、シリコンウエハ形態又はパネ
ルウエハ形態のいずれかで処理するが、好適には、シリコンウエハ形態で処理して、これ
以降の工程中でのパーティクル汚染を回避することができる。保護層１１の材料を、Ｓｉ
Ｏ２、Ａｌ２Ｏ３又はフッ素重合体としてもよい。更にまた、図１で説明したように、除
去可能な保護膜１３を保護層１１上に被覆して、マイクロレンズ１２を本発明によるパッ
ケージ及び組立工程中の水、油、埃、一時的な衝撃から保護し、図３で示すように、バキ
ュームピック、超音波、浸漬、又は空気圧によって剥離除去できる。除去可能な保護膜１
３を、全工程中マイクロレンズに付着させておく。除去可能な保護膜１３を好適には、感
光性材料製とし、マイクロレンズの高さより高い、厚さ５～１２μｍとする。除去可能な
保護膜１３領域を、ミクロレンズ１２領域より僅かに大きくする。注目すべきは、保護層
１１を透明にして、光が層１１を通過して、マイクロレンズ１２を露光可能にすることで
ある。
【００２２】
図２を参照すると、別の実施例では、上記のボンディングワイヤを、再配線ライン（ＲＤ
Ｌ）１４に置換してもよい。誘電体層１５を基板の上面及び、この実施例によれば、ダイ
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の上縁部に形成する。再配線ライン１４は、金属トレース１４とも呼ばれるが、これを誘
電体層１５上に、誘電体層１５上に形成した金属層の所定部分を除去して、形成し、そこ
でＲＤＬ１４により、ダイ３との電気的接続をボンディングパッド４を介して保ち、それ
により、金属パッド５を介した端子パッド６との相互接続用コンタクトを形成する。最上
層の誘電体層１６をＲＤＬ１４上に形成して、ＲＤＬ１４を保護する。この実施例では、
誘電体層１５と最上層の誘電体層１６を、感光特性を有するコーティング又は印刷方法で
形成してもよい。同様に、保護膜を、マイクロレンズ上の保護層を覆い形成して、マイク
ロレンズを汚染から保護する。他の部品は図１と同様であり；従って、同様な部品につい
ての同じ説明や参照番号は省略する。前述した構造体で、ＬＧＡ形パッケージ（ペリフェ
ラル形）を構成する。
【００２３】
好適には、基板１の材料を、例えばＦＲ５、ＦＲ４、ビスマレイミドトリアジン（ＢＴ）
等の有機基板、所定の開口部を有するプリント基板（ＰＣＢ）、又は予め回路をエッチン
グした４２アロイとする。好適には、ガラス転移温度（Ｔｇ）が高い有機基板を、より良
好な処理を行うために、エポキシ系ＦＲ５又はビスマレイミドトリアジン（ＢＴ）系基板
とする。４２アロイは、Ｎｉ４１％とＦｅ５８％から成る。コバール（Ｋｏｖａｒ）を使
用することもでき、該コバールはＮｉ２９％、Ｃｏ１７％とＦｅ５４％から成る。ガラス
、セラミック又はシリコンを、熱膨張率（ＣＴＥ）が低いため、基板として使用すること
ができる。
【００２４】
本発明の一実施例では、誘電体層１５及び最上層の誘電体層１６を、好適には弾性誘電材
料とし、該材料を、シロキサンポリマー（ＳＩＮＲ）、ダウコーニングＷＬ５０００シリ
ーズ及びそれらの複合材を含むシリコン系誘電体基材製とする。別の実施例では、誘電体
層１５及び最上層の誘電体層１６を、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）、エポキシ、ポリイ
ミド（ＰＩ）、又は樹脂から成る材料製とする。好適には、工程を簡便化するのに、感光
層とする。
【００２５】
本発明の一実施例では、弾性誘電体層を、ＣＴＥが１００超（ｐｐｍ／℃）で、伸び率約
４０パーセント（好適には３０パーセント～５０パーセント）、及び材料の硬度がプラス
チックとゴムとの間となるような材料とする。弾性誘電体層１５の厚さは、温度サイクル
試験中に、再配線ライン／誘電体層接合部分に蓄積した応力によって異なる。
【００２６】
本発明の１実施例では、再配線ライン１４の材料には、Ｔｉ／Ｃｕ／Ａｕ合金又はＴｉ／
Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｕ合金を含み；再配線ライン１４の厚さを、２μｍ～１５μｍとする。Ｔ
ｉ／Ｃｕ合金を、シード金属層として、スパッタリング法で形成し、Ｃｕ／Ａｕ又はＣｕ
／Ｎｉ／Ａｕ合金を、電気メッキで形成し；電気メッキ工程を利用して再配線ラインを形
成することで、再配線ラインを、温度サイクル中のＣＴＥ不適合に十分耐えられる厚さに
できる。ボンディングパッド４を、Ａｌ又はＣｕ又はその組合せとすることができる。図
２の構造で、ＳＩＮＲを弾性誘電体層として、Ｃｕを再配線ライン金属として利用する場
合、本明細書で示さない応力解析によれば、再配線ライン／誘電体層に蓄積した応力は減
少する。
【００２７】
基板をウエハ型等の円形とし、その直径を、２００、３００ｍｍ以上とすることができる
。さもなければ、基板をパネル形態等の長方形型とし、寸法をワイヤボンダ機械に適合さ
せることができる。図１及び図２で示すように、ボンディングワイヤ９と再配線ライン１
４で、ダイ３のファンアウトを行い、金属パッド５及びボンディングパッド４と通信する
。これはダイ上に積層し、そのためにパッケージ厚さが増大してしまう先行技術とは異な
る。それに対して、端子パッド６を、ダイパッド側と反対側にある外面に位置させる。通
信トレースが、相互接続孔８を介して基板１を貫通し、信号を端子パッド６に導く。加え
て、パッケージ及び組立工程を完了後、ダイスをレンズホルダと組付ける前に、除去可能
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な保護膜１３を剥離除去できる。従って、ダイパッケージの厚さは明らかに縮小する。本
発明のダイパッケージは、先行技術より薄く、全パッケージ及び組立工程中の、パーティ
クル汚染や一時的な衝撃から保護されている。更に、基板を予め作成し、ダイ受容穴２及
び相互接続用貫通孔８を、パッケージ前に予め決定しておく。そのため、これまで以上に
スループットが向上する。
【００２８】
本発明の工程には、撥水性及び撥油性を持つ保護層を、シリコンウエハ１８に、厚さ約０
．１μｍ～０．３μｍで被覆すること、を含む。それから、除去可能な保護膜を、厚さ約
５μｍ～１２μｍで保護層上に被覆し、続いて、露光及び現像工程を使用して、非マイク
ロレンズ領域を、図４で説明するように除去可能な保護膜を付けたまま、開設する。露光
及び現像工程では、ダイシングソー１７を利用して、図４で示すように、マイクロレンズ
が無いシリコンウエハ領域を切断する。除去可能な保護膜は、全工程中マイクロレンズに
付着させておく。更に、ＦＯ-ＷＬＰパッケージを、再配線ライン（ＲＤＬ）又はワイヤ
ボンディングを用いて形成する。除去可能な保護膜１３により、工程中、シリコンウエハ
を水、油、埃又は他の汚染から保護することができる。その後、画像センサパッケージを
表面実装技術（ＳＭＴ）工程によってプリント基板（ＰＣＢ）に実装し、除去可能な保護
膜をミクロレンズ領域から剥離除去する。次に、レンズホルダを、ＣＭＯＳ画像センサ（
ＣＩＳ）パッケージ領域に実装して、モジュールを形成する。
【００２９】
本発明の好適な実施例について記述したが、当業者は、本発明が記述した好適な実施例に
限定されるべきでないと理解するであろう。むしろ、様々な変更及び変形を、以下の特許
請求の範囲で定義するように、本発明の精神及び範囲内で行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の１実施例による画像センサパッケージの横断面図である。
【図２】本発明の別の実施例による画像センサパッケージの横断面図である。
【図３】画像センサパッケージの横断面図であり、上記実施例の保護膜をマイクロレンズ
領域から剥離除去してこれを説明している。
【図４】本発明による、露光及び現像工程における画像センサのシリコンウエハの横断面
図である。
【符号の説明】
【００３１】
１　　　　　　　　　　基板
２　　　　　　　　　　ダイ受容穴　　　　　　
３　　　　　　　　　　ダイ
４　　　　　　　　　　ボンディングパッド　　　　
５　　　　　　　　　　金属パッド
６　　　　　　　　　　端子パッド　　　　　　
７　　　　　　　　　　接着材料
８　　　　　　　　　　貫通孔
９　　　　　　　　　　ボンディングワイヤ
１０　　　　　　　　　バリア層　　　　　　
１１　　　　　　　　　保護層　　　　　　　
１２　　　　　　　　　マイクロレンズ　　　　　
１３　　　　　　　　　保護膜　　　　　　　
１４　　　　　　　　　再配線ライン　　　　　　
１５、１６　　　　誘電体層
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月16日(2008.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】



(9) JP 2009-16839 A 2009.1.22

【図１】



(10) JP 2009-16839 A 2009.1.22

【図２】



(11) JP 2009-16839 A 2009.1.22

【図３】



(12) JP 2009-16839 A 2009.1.22

【図４】



(13) JP 2009-16839 A 2009.1.22

10

フロントページの続き

(72)発明者  ジュイ－シェン　チャン
            台湾，シンチュ　カウンティ，ジュドン　タウンシップ，ウフォン　ストリート，レーン　２３，
            アレー　３９，ナンバー　２２
(72)発明者  チ－チェン　リー
            台湾，タイペイ　シティ，ベイトウ　ディストリクト，シパイ　ロード，セクション　１，レーン
            　７１，アレー　９，ナンバー　１２
(72)発明者  ウェン－ピン　ヤン
            台湾，シンチュ　シティ　３００，ジュリアン　ストリート，ナンバー　１１２
Ｆターム(参考) 4M118 AA10  AB01  BA14  FA06  GD04  GD07  GD20  HA14  HA25  HA26 
　　　　 　　        HA30  HA33 
　　　　 　　  5C122 EA01  EA36  FB05 



(14) JP 2009-16839 A 2009.1.22

【外国語明細書】
2009016839000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow
	foreign-language-body

